
５ 講習の実施場所 
一般社団法人愛知県警備業協会 研修室 （名古屋市東区代官町３５番１６号 第一富士ビル５階） 

６ 受講手続 

(1) 受講申込みにより「整理番号」を取得した方は、「愛知県内の警察署」で受講の手続をしてください。

(2) 手続に必要な書類等

ア 警備員指導教育責任者講習受講申込書 １通

イ 添付書類

① Ⅰの２の⑴に該当する方にあっては、最近５年間に当該警備業務(3号)に従事した期間が通算して３年以上であ

ることを疎明する警備業者等が作成する書面（警備業務従事証明書）及び履歴書 各１通

② Ⅰの２の⑵に該当する方にあっては、１級検定の合格証明書の写し １通

③ Ⅰの２の⑶に該当する方にあっては、２級検定の合格証明書の写し並びに当該合格証明書の交付を受けた後、

継続して１年以上当該警備業務に従事した期間があること及び現に当該警備業務に従事していることを疎明する

警備業者等が作成する書面（警備業務従事証明書） 各１通

④ Ⅰの２の⑷に該当する方にあっては、旧１級検定の合格証の写し又は旧２級検定の合格証の写し並びに当該合

格証の交付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務に従事した期間があること及び現に当該警備業務に従事

していることを疎明する警備業者等が作成する書面（警備業務従事証明書） 各１通

ウ 写真（申込み前６箇月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ3.0センチメートル、横の長さ2.4

センチメートル。裏面に氏名及び撮影年月日を記入すること。） ２枚

７ 受講手数料の納付 
３８,０００円分の愛知県証紙を証紙貼

ちょう

付書に貼って講習の初日に納付してください。 

なお、いったん納付された手数料は、返還されません。 

Ⅱ 追加取得講習 
１ 実施期日、予定人員、受講申込期間及び受講手続期間 

  （追加取得講習は、新規取得講習と同一の機会に実施されます。） 
区分 実施期日 人員 受講申込期間 受講者決定日 受講手続期間 

３号 

令和6年6月24日（月）から

同月26日（水）までの 

午前9時～午後5時まで 
5人 

令和6年5月13日（月） 

午前9時から同月15日（水）

午後5時まで 

令和6年5月24

日（金） 

令和6年6月3日（月） 

から同月7日（金）までの 

午前9時～午後5時まで 

２ 講習を受講できる方 
    実施期日において、追加取得講習の区分（３号）以外の警備業務の区分に係る資格者証又は修了証明書の交付を受け

ている方であって、次のいずれかに該当する方 

(1) 最近５年間に追加取得講習に係る警備業務（３号）（以下「当該警備業務」という。）に従事した期間が通算して３

年以上である方

(2) 警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」という。）第４条に規定す

る１級の検定（当該警備業務に係るものに限る。以下「１級検定」という。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以

下「合格証明書」という。）の交付を受けている方

(3) 検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務に係るものに限る。以下「２級検定」という。）に係る合格証

明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務に従事

した期間があり、かつ、現に当該警備業務に従事している方

(4) 検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以

下「旧検定規則」という。）第１条第２項に規定する１級の検定（当該警備業務に係るものに限る。以下「旧１級検

定」という。）に係る旧検定規則第８条の合格証（以下「合格証」という。）の交付を受けている方又は旧検定規則第

１条第２項に規定する２級の検定（当該警備業務に係るものに限る。以下「旧２級検定」という。）に係る合格証の

交付を受けている警備員であって、当該合格証の交付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務に従事した期間が

あり、かつ、現に当該警備業務に従事している方




